
（様式-1 表紙） 

 

１ 調査名称：奥州市都市計画道路網見直し業務 

 

 

 

２ 調査主体：奥州市 

 

 

 

３ 調査圏域：奥州市域 

 

 

 

４ 調査期間：平成 26年７月 25日～平成 27年３月 27日 

 

 

 

５ 調査概要： 

  本市の都市計画道路の骨格は、個別の都市計画道路の変更はあるものの昭和 50年

代に全体見直しにより計画決定（水沢区：S57年、江刺区：S56年、前沢区：S53年）

されたものであり、30年以上道路網の骨格の見直しを行っていない状況である。 

都市計画道路とは、都市の将来像を誘導するとともに、将来交通需要に対応して計

画されるものであり、その整備は長期間を要するものであるが、その一方で長い間制

限をかけながらも未整備となっている路線も見られる。こういった状況から社会情勢

の変化を踏まえてその必要性を検証することを目的とするものである。 

 

 

  



（様式-2a 調査概要） 

 

Ⅰ 調査概要 

 

 １ 調査名：奥州市都市計画道路網見直し業務 

 

 

 

 ２ 報告書目次 

 

  １ 業務概要 

   1.1 業務の目的 

   1.2 業務の概要 

   1.3 業務のフローチャート 

 

  ２ 奥州市の現状 

   2.1 人口・世帯数の推移 

   2.2 DIDの変遷 

   2.3 道路整備の変遷 

   2.4 幹線道路の交通量状況 

 

  ３ 再検証路線の抽出（step1） 

   3.1 抽出条件 

   3.2 抽出結果 

 

  ４ 社会情勢の変化に伴う必要性の検証（step2） 

   4.1 社会情勢の変化に伴う必要性の整理 

   4.2 都市計画道路見直しカルテ 

 

  ５ 交通量調査 

   5.1 調査目的 

   5.2 調査日時 

   5.3 調査地点 

   5.4 自動車交通量調査 

   5.5 調査位置図 

   5.6 交通量調査結果 



（様式-2b 調査概要） 

 

 ３ 調査体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 検討会名簿 

所   属 役職 氏 名 

都市整備部 部長 佐藤 良 

総務企画部 部長 高梨 稔 

都市整備部土木課 課長 千田 良和 

都市整備部都市計画課 課長 佐藤 和憲 

江刺総合支所地域整備課 課長 菊池 恒四郎 

前沢総合支所地域整備課 課長 渡辺 恭志 

総務企画部政策企画課 課長 浦川 彰 

 

  

奥州市都市計画道路網見直し検討会 

（関係部課長による組織） 

奥州市都市計画道路網見直し検討会 事務局 

（奥州市都市整備部都市計画課計画係） 



（様式-3a 調査成果） 

 

Ⅱ 調査成果 

 

 １ 調査目的 

   奥州市内の都市計画道路の再検証路線の抽出、必要性の検証を実施し、市内の長

期未着手都市計画道路の見直しの方向性検証の基礎資料を作成することを目的と

して実施した。 

 

 

 ２ 調査フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画準備 

 ・人口、世帯数の推移 

 ・DIDの変遷 

 ・道路整備の変遷 

 ・幹線道路の交通量状況 

再検証路線の抽出（step1） 

交通量調査（step2） 社会情勢の変化に伴う 

必要性の検証（step2） 

 ・社会情勢の変化に伴う必要性の整理 

  ①計画決定時の必要性 

  ②路線を取巻く環境の整理 

  ③将来都市像の整理 

 ・見直し候補路線の抽出 

報告書作成 

「都市計画道路見

直しマニュアル」 

（H21.5 岩手県） 

都市計画決定資料 
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（様式-3b 調査成果） 

 

 ４ 調査成果 

 

 ①再検証路線の抽出（step1） 

  現都市計画道路について、都市計画決定からの経過年数、整備状況を整理するとと

もに都市計画道路決定の変更が必要な区間を整理し、都市計画決定の再検証が必要な

区間を抽出した。 

再検証に該当する路線は、以下の条件で抽出した。 

  ・未整備区間があり、当初計画決定年次から 20年以上が経過している路線 

  経過年数：経過年数の算出時点は、平成 28年度末（見直し完了予定年度）に設定

した。 

  未整備区間：完成、概成済み、事業中、事業予定のいずれにも該当しない路線とし

た。 

  全 57路線中 32路線を再検証路線として抽出（次頁） 



 

区域名 路線番号 路線名 路線延長
代表
幅員

車線
数

決定年
（当初）

見直し年次
経過
年数

未整備区
間

の有無

step1
結果

奥州（旧：水沢） 3・3・ 1 金ヶ崎水沢線 12,860 25 4 S51.3.16 H29.3.31 41 有 再検証
奥州（旧：水沢） 3・3・ 2 斎ノ神笹森線 3,360 22 4 S45.3.31 H29.3.31 47 無 存続
奥州（旧：水沢） 3・3・ 3 新小路餅田線 7,880 25 4 S26.5.28 H29.3.31 66 無 存続
奥州（旧：水沢） 3・3・ 4 向畑久保線 340 22 2 S50.12.5 H29.3.31 42 無 存続
奥州（旧：水沢） 3・4・ 5 南丑沢谷地明円線 1,580 16 2 S26.5.28 H29.3.31 66 有 再検証
奥州（旧：水沢） 3・4・ 6 新小路竜ヶ馬場線 2,340 16 2 S39.3.23 H29.3.31 53 無 存続
奥州（旧：水沢） 3・4・ 7 横町多賀線 1,640 16 2 S49.4.26 H29.3.31 43 有 再検証
奥州（旧：水沢） 3・4・ 8 東大通り十文字線 3,370 16 2 S26.5.28 H29.3.31 66 無 存続
奥州（旧：水沢） 3・4・ 9 東大通り堤尻下線 3,530 16 2 S26.5.28 H29.3.31 66 無 存続
奥州（旧：水沢） 3・4・10 小石田東袖ノ目線 2,620 16 2 S51.3.2 H29.3.31 41 有 再検証
奥州（旧：水沢） 3・4・11 久田前田中線 2,820 20 2 S26.5.28 H29.3.31 66 有 再検証
奥州（旧：水沢） 3・4・12 水沢駅内匠田線 2,010 16 2 S26.5.28 H29.3.31 66 有 再検証
奥州（旧：水沢） 3・4・13 水沢駅中陣場線 630 20 4 S26.5.28 H29.3.31 66 無 存続
奥州（旧：水沢） 3・4・14 福原北上野線 1,690 16 2 S44.11.6 H29.3.31 48 無 存続
奥州（旧：水沢） 3・4・15 林前見分森線 5,870 16 2 S45.3.31 H29.3.31 47 有 再検証
奥州（旧：水沢） 3・4・16 上小谷木下川端線 1,500 16 2 S50.12.5 H29.3.31 42 無 存続
奥州（旧：水沢） 3・4・17 斎ノ神玉貫線 5,880 18 4 S49.4.26 H29.3.31 43 有 再検証
奥州（旧：水沢） 3・4・18 上川端北鵜ノ木線 2,650 16 2 S50.12.5 H29.3.31 42 無 存続
奥州（旧：水沢） 3・5・19 秋葉町真城ヶ丘線 4,190 12 2 S26.5.28 H29.3.31 66 有 再検証
奥州（旧：水沢） 3・5・20 花園町前田線 720 12 2 S57.11.25 H29.3.31 35 有 再検証
奥州（旧：水沢） 3・5・21 道合宿線 5,830 12 2 S26.5.28 H29.3.31 66 有 再検証
奥州（旧：水沢） 3・5・22 南桜沢北上野線 4,490 12 2 S26.5.28 H29.3.31 66 有 再検証
奥州（旧：水沢） 3・5・23 向畑宝柳木線 120 12 2 S50.12.5 H29.3.31 42 無 存続
奥州（旧：水沢） 3・5・24 向畑麦屋線 190 12 2 S50.12.5 H29.3.31 42 無 存続
奥州（旧：水沢） 3・5・25 森御山下線 1,450 12 2 S50.12.5 H29.3.31 42 有 再検証
奥州（旧：水沢） 3・5・26 根岸西鍛冶屋線 5,280 12 2 S45.3.31 H29.3.31 47 無 存続
奥州（旧：水沢） 3・5・27 惣前町扇田線 5,600 12 2 S44.11.6 H29.3.31 48 有 再検証
奥州（旧：水沢） 3・5・28 三本木東中通り線 1,470 12 2 S26.5.28 H29.3.31 66 有 再検証
奥州（旧：水沢） 3・5・29 幅下西光田線 4,850 12 2 S26.5.28 H29.3.31 66 無 存続
奥州（旧：水沢） 3・5・30 太日通り中袋線 2,950 12 2 S26.5.28 H29.3.31 66 無 存続
奥州（旧：水沢） 3・5・31 天文台通り西田線 2,170 12 2 S45.3.31 H29.3.31 47 有 再検証
奥州（旧：江刺） 3・4・32 落合松長根線 4,290 16 2 S35.4.7 H29.3.31 57 有 再検証
奥州（旧：江刺） 3・4・33 内の町田谷線 3,830 16 2 S35.4.7 H29.3.31 57 無 存続
奥州（旧：江刺） 3・4・34 中町小境線 2,200 16 2 S35.4.7 H29.3.31 57 無 存続
奥州（旧：江刺） 3・4・35 下惣田境畑線 3,530 16 2 S56.12.1 H29.3.31 36 有 再検証
奥州（旧：江刺） 3・4・36 川原崎下川原線 3,800 16 2 S56.12.1 H29.3.31 36 有 再検証
奥州（旧：江刺） 3・4・37 高畑佐野線 2,820 16 2 S54.6.5 H29.3.31 38 無 存続
奥州（旧：江刺） 3・4・38 三百刈田天神堂線 1,530 16 2 S56.12.1 H29.3.31 36 無 存続
奥州（旧：江刺） 3・4・39 本町下川原線 3,270 16 2 H6.9.2 H29.3.31 23 有 再検証
奥州（旧：江刺） 3・4・40 中堰観音堂沖線 1,450 18 2 H6.9.2 H29.3.31 23 無 存続
奥州（旧：江刺） 3・5・41 南町大通り線 1,200 12 2 S56.12.1 H29.3.31 36 無 存続
奥州（旧：江刺） 3・5・42 栄町向山線 1,000 12 2 S56.12.7 H29.3.31 36 無 存続
奥州（旧：江刺） 3・5・43 池向八日市線 1,530 12 2 S56.12.7 H29.3.31 36 有 再検証
奥州（旧：前沢） 3・3・44 馬口沢照井舘線 6,970 25 4 S53.2.28 H29.3.31 39 有 再検証
奥州（旧：前沢） 3・4・45 新城馬口沢線 4,140 16 2 S53.2.28 H29.3.31 39 有 再検証
奥州（旧：前沢） 3・4・46 田畠野中前線 1,010 16 2 S53.2.28 H29.3.31 39 有 再検証
奥州（旧：前沢） 3・4・47 新町線 170 16 2 S53.2.28 H29.3.31 39 有 再検証
奥州（旧：前沢） 3・4・48 駅通線 220 18 2 S53.2.28 H29.3.31 39 有 再検証
奥州（旧：前沢） 3・4・49 五十人町赤生津橋線 760 16 2 S53.2.28 H29.3.31 39 有 再検証
奥州（旧：前沢） 3・4・50 町切赤面線 840 16 2 S53.2.28 H29.3.31 39 有 再検証
奥州（旧：前沢） 3・4・51 中央線 2,100 18 2 S53.2.28 H29.3.31 39 有 再検証
奥州（旧：前沢） 3・4・52 七日町裏向田線 560 17 2 H5.9.3 H29.3.31 24 有 再検証
奥州（旧：前沢） 3・4・53 駅東中央線 390 27 2 H5.9.3 H29.3.31 24 無 存続
奥州（旧：前沢） 3・4・54 駅東通線 180 16 2 H5.9.3 H29.3.31 24 無 存続
奥州（旧：江刺） 8・5・ 1 川原町南大通り線 360 12 H6.9.2 H29.3.31 23 有 再検証
奥州（旧：江刺） 8・7・ 2 下惣田中央線 930 6 H6.9.2 H29.3.31 23 有 再検証
奥州（旧：江刺） 8・7・ 3 一日市下線 210 6 H6.9.2 H29.3.31 23 無 存続

存続 25
再検証 32

合計 57

表　3.1　STEP1検証結果



②社会情勢の変化に伴う必要性の検証（step2） 

  再検証路線として抽出された区間を対象に、以下に示す社会情勢の変化を整理した。

なお、抽出結果は、「都市計画道路見直しマニュアル」（H21.5 岩手県）で規定され

るカルテに整理した。 

 

  ◆計画決定時の必要性の整理 

評価項目 評価基準 本業務での整理事項 

①関連事業の

動向・変化 

当該路線に関連する事業の変更

（縮小・廃止など）に伴い、当該

路線の必要性が変化している。 

周辺の関連事業の変化によ

る当該路線への影響の有無

を整理 

②周辺道路の

整備 

車道、歩道を代替する周辺道路網

等の整備状況により、当該道路の

必要性が変化している。 

周辺の道路網整備の変化に

よる当該道路への影響の有

無を整理 

③地理的制約 当該路線の区域内に、地形的な制

約が明らかに存在しており、かつ

ルートや構造を変更することによ

り、合理的な事業実施を図ること

ができる。 

当該路線上に、橋梁やトン

ネル等の大規模構造物が発

生する可能性を整理 

 

  ◆路線を取巻く環境の整理 

評価項目 評価基準 本業務での整理事項 

④都市化の進

展の整理 

当該路線周辺区域の都市化の進展

が著しいことにより問題が生じて

いる。 

都市計画（用途地域）と実

態（DID及び土地利用）の

両面から都市化の進展状況

を整理 

⑤歴史・観光資

源の整理 

当該路線の区域内に、保全すべき

歴史・文化資源・観光資源等が明

らかに存在している。 

重要文化財等や著名観光施

設等への影響を整理（敷地

にかかる場合は影響ありと

して整理） 

⑥希少な動植

物の整理 

当該路線区域内に、保全すべき希

少な動植物が明らかに存在してい

る。 

天然記念物等への影響を整

理（敷地にかかる場合は影

響ありとして整理） 

⑦法令等の改

正の整理 

道路構造令の改正に伴い、当該路

線が現行の道路構造令に適合して

いないことにより問題が生じてい

る。 

道路構造令上必要な幅員が

確保されているかを整理 

  ◆将来の都市像の整理 

評価項目 評価基準 本業務での整理事項 

⑧将来の都市

像の整理 

上位計画の変更、まちづくりの将

来像や考え方の変化に伴い、当該

路線の必要性が変化している。 

上位計画となる都市計画マ

スタープランにおける当該

路線の位置付けを整理 

 

  ａ.歴史・観光資源及び希少な動植物 

   歴史・観光資源及び希少な動植物は以下の資料から抽出し、なお、想定する敷地

に影響がある場合は、検証が必要と整理している。 



   ●重要文化財・天然記念物に指定された施設等 

   ●観光パンフレットに記載された施設 

 

  b.法令等の改正の整理 

   道路構造令上必要な幅員は、以下の基準で設定した基準幅員を満たすかどうか判

断した。 

   車道幅員：3.25m 

   路肩：1.50m（用途地区内は停車帯、その他は路肩（堆雪帯）） 

   中央帯：（4車線）2.00m、（2車線）なし 

   歩道：（用途地区内）3.5m、（用途地区外）2.0m 

 

用途地区 車線数 歩道 基準幅員 
基準幅員内訳 

車道 中央帯 路肩 歩道 

用途地区

内 

４ 両側 25.0 13.0 2.0 3.0 7.0 

２ 両側 16.5 6.5 － 3.0 7.0 

用地地区

外 

４ 両側 22.0 13.0 2.0 3.0 4.0 

２ 両側 13.5 6.5 － 3.0 4.0 

 

 

  再検証路線とした 32路線のうち 30路線を抽出（次頁） 

 

 

  
 



STEP2：社会状況の変化に伴う必要性の検証

理由 判定 理由 判定 理由 判定 理由 判定 理由 判定 理由 判定 理由 判定 理由 判定

3・3・ 1 金ヶ崎水沢線 再検証

国道4号水沢東バイパスとしての位置付け変
わらず

- -

JR東北本線と立体交
差（暫定２車）、南側
未整備 ○

国道397号より北側は、H15年に当初未定だったルートが確定し一
部が工業専用区域内になり、2車線の暫定整備もされ工場施設の
立地が進んでいる。また南側は未整備ながら一部区画整理事業に
より、団地形成が見られる（但し、道路用地は確保済み）

- - -

H13年度の道路構造令改正後も、用途区域内での基準幅
員を満たしている（基準幅員25.0ｍに対して計画幅員25.0
ｍ） -

今後整備のあり方を検討する路
線（H22奥州市都市計画マス
タープランより） ○

3・4・ 5
南丑沢谷地明円
線

再検証

大畑地区地区計画区域に一部含まれてい
る。

○ - -

決定当初より用途区域に変更はないが、区画整理事業により住宅
地化が進み、小中学校、商業施設の立地も進んでいる

- - -

H13年度の道路構造令改正より、用途区域内での基準幅
員を満たしていない（基準幅員16.5ｍに対して計画幅員
16.0ｍ） ○

今後整備のあり方を検討する路
線（H22奥州市都市計画マス
タープランより） ○

3・4・ 7 横町多賀線 再検証

大町地区区画整理事業の計画も想定し検討
を行った経緯があるが、事業化まで進まな
かった ○ - -

決定当初より用途区域に変更はないが、一部区画整理事業を取り
入れ、住宅地化や商店街が形成されている

- - -

H13年度の道路構造令改正より、用途区域内での基準幅
員を満たしていない（基準幅員16.5ｍに対して計画幅員
16.0ｍ） ○

今後整備のあり方を検討する路
線（H22奥州市都市計画マス
タープランより） ○

3・4・10
小石田東袖ノ目
線

再検証

水沢東バイパスから県道水沢北上線を結ぶ
路線である

- -

JR東北本線と立体交
差(未整備）

○

決定当初より用途区域に変更はないが、未整備区間では住宅地
化が進み、整備済区間には病院、商業施設の立地が進んでいる

- - -

H13年度の道路構造令改正より、用途区域内での基準幅
員を満たしていない（基準幅員16.5ｍに対して計画幅員
16.0ｍ） ○

今後整備のあり方を検討する路
線（H22奥州市都市計画マス
タープランより） ○

3・4・11 久田前田中線 再検証

水沢区の東西を新たに結ぶ幹線道路役割を
担っている

- -

JR東北本線と立体交
差（整備中）

○

S49年に用途区域が設定されS54年にJR東北本線より東側の区域
が一部区域変更されており、JR東北本線の高架工事（さくら大橋）
も現在整備中、また住宅地及び、商業施設の立地が進んでいる - - -

H13年度の道路構造令改正後も、用途区域内での基準幅
員を満たしている（基準幅員16.5ｍに対して計画幅員20.0
ｍ） -

H27までに整備予定路線、今後
整備のあり方を検討する路線
（H22奥州市都市計画マスター
プランより）

○

3・4・12 水沢駅内匠田線 再検証

大畑地区地区計画のまちづくりとの調整にお
ける必要性の変化

- -

決定当初より用途区域に変更はないが、水沢駅前より新小路餅田
線までの区間には商業施設の立地が進み、西側は地区計画により
まちづくりが進み、住宅地化が進んでいる -

国指定重要文化
財：日高神社本殿

○

日高神社のスギ

○

H13年度の道路構造令改正より、用途区域内での基準幅
員を満たしていない（基準幅員16.5ｍに対して計画幅員
16.0ｍ） ○

今後整備のあり方を検討する路
線（H22奥州市都市計画マス
タープランより） ○

3・4・15 林前見分森線 再検証

・決定当初は完成予定の水沢東バイパスが
未整備
・水沢東バイパスから胆沢区を結ぶ道路 -

決定当初は完成予定の水沢東バイ
パスが未整備

-

JR東北本線と立体交
差(未整備）

○

胆沢病院の移設により道路改良が進み、併せて区画整理事業も実
施したことにより、住宅地化が進み、商業施設、中学校、高等学校
も近接しており市街地化している - - -

H13年度の道路構造令改正より、用途区域内での基準幅
員を満たしていない（基準幅員16.5ｍに対して計画幅員
16.0ｍ） ○

今後整備のあり方を検討する路
線（H22奥州市都市計画マス
タープランより） ○

3・4・17 斎ノ神玉貫線 再検証

水沢区の外環状道路としての位置付け

- - -

決定当初は根岸西鍛冶屋線までの計画だったが、S51年に更に北
側までの計画に変更され、それに伴い一部用途区域も見直され現
在は根岸西鍛冶屋線以南では住宅地化が進み、商業施設の立地
も進み市街地であり、更に北側には工場施設の立地が進んでいる

○ - -

H13年度の道路構造令改正より、用途区域内での基準幅
員を満たしていない（基準幅員25.0ｍに対して計画幅員
18.0ｍ） ○

今後整備のあり方を検討する路
線（H22奥州市都市計画マス
タープランより） ○

3・5・19
秋葉町真城ヶ丘
線

再検証

水沢駅西側の市街地を縦貫する南北軸

- - -

未整備区間は決定当初からDIDとなっており、現在も変化はない。

- - -

H13年度の道路構造令改正より、用途区域内での基準幅
員を満たしていない（基準幅員16.5ｍに対して計画幅員
12.0ｍ） ○

今後整備のあり方を検討する路
線（H22奥州市都市計画マス
タープランより） ○

3・5・20 花園町前田線 再検証

水沢駅西口から国道4号への迂回路として
の必要性の変化

○ - -

決定当初より用途区域に変更はなく、駅北側より住宅地化が進
み、病院もあり、市街地化している

- - -

H13年度の道路構造令改正より、用途区域内での基準幅
員を満たしていない（基準幅員16.5ｍに対して計画幅員
12.0ｍ） ○

今後整備のあり方を検討する路
線（H22奥州市都市計画マス
タープランより） ○

3・5・21 道合宿線 再検証

・決定当初は完成予定の水沢東バイパスが
未整備
・都市計画道路の一部が国道343号の迂回
路としての機能を持ち合わせており、その部
分の必要性の変化

○

決定当初は完成予定の水沢東バイ
パスが未整備

- -

H5年に一部用途区域が見直され、区画整理事業により住宅地化
が進み、商業施設の立地も進んでいる

- - -

H13年度の道路構造令改正より、用途区域内での基準幅
員を満たしていない（基準幅員16.5ｍに対して計画幅員
12.0ｍ） ○

今後整備のあり方を検討する路
線（H22奥州市都市計画マス
タープランより） ○

3・5・22 南桜沢北上野線 再検証

水沢区の外環状道路としての位置付け

-

当初決定とは別のルートで整備済み

-

JR東北本線と立体交
差(未整備）

○

S54年に一部用途区域が見直され、またH15年には福原上野線へ
の接続部分の路線計画変更もされており、住宅地化が進み、商業
施設及び工業施設の立地も進んでいる - - -

H13年度の道路構造令改正より、用途区域内での基準幅
員を満たしていない（基準幅員16.5ｍに対して計画幅員
12.0ｍ） ○

今後整備のあり方を検討する路
線（H22奥州市都市計画マス
タープランより） ○

3・5・25 森御山下線 再検証

江刺区東側の外縁の幹線道路としての位置
づけ

- - -

未整備区間の西側は宅地化が進んでいるものの、東側は圃場と
なっており、変化は少ない。

- - -

H13年度の道路構造令改正より、用途区域内での基準幅
員を満たしていない（基準幅員16.5ｍに対して計画幅員
16.0ｍ） ○

マスタープラン等での位置づけ
なし

-

3・5・27 惣前町扇田線 再検証

江刺区から胆沢区へ抜ける幹線道路として
水沢区の外環状道路の位置付け

- - -

斉ノ神玉貫線から国道4号までの用途区域に変更はないが、H15
年には水沢東バイパスが整備され、住宅地化、商業施設及び工業
施設の立地が進み市街地である。また、斉ノ神玉貫線より西側は
住宅地化が進んでいる

- - -

H13年度の道路構造令改正より、用途区域内での基準幅
員を満たしていない（基準幅員16.5ｍに対して計画幅員
12.0ｍ） ○

今後整備のあり方を検討する路
線（H22奥州市都市計画マス
タープランより） ○

3・5・28
三本木東中通り
線

再検証

決定当初は県道であり、水沢から大船渡を
結ぶ広域路線であったが、その後国道397
号が供用し迂回路としての位置付けとなった -

久田前田中線の整備より交通量の変
化が見込まれる

○

JR東北本線と立体交
差(未整備）

○

決定当初より用途区域に変更はなく、住宅地化が進み、業務施設
の立地あり、市街地化している

- - -

H13年度の道路構造令改正より、用途区域内での基準幅
員を満たしていない（基準幅員16.5ｍに対して計画幅員
12.0ｍ） ○

今後整備のあり方を検討する路
線（H22奥州市都市計画マス
タープランより） ○

3・5・31
天文台通り西田
線

再検証

水沢市街地から胆沢区へ抜ける補助幹線

-

外環状道路である福原北上野線が整
備が進み、交通量の動向を見る必要
がある ○ -

決定当初より用途区域に変更はなく、住宅地化が進んでおり市街
地である

-

水沢VLBI観測所
が近接している

- -

H13年度の道路構造令改正より、用途区域内での基準幅
員を満たしていない（基準幅員16.5ｍに対して計画幅員
12.0ｍ） ○

今後整備のあり方を検討する路
線（H22奥州市都市計画マス
タープランより） ○

3・4・32 落合松長根線 再検証

江刺区市街地西側の外郭をなし、工業団地
へ抜ける幹線道路となっている

-

主要地方道水沢米里線から南側は
区画整理事業により、内の町田谷線
が整備されていることから、交通量の
動向を見る必要がある

○ -

S52年に一部用途区域が見直され、道路が整備されたことにより住
宅地化が進み、商業施設が立地し、北側には江刺中核工業団地
があり、工業施設の立地が進んでいる - - -

H13年度の道路構造令改正より、用途区域内での基準幅
員を満たしていない（基準幅員16.5ｍに対して計画幅員
16.0ｍ） ○

今後整備のあり方を検討する路
線（H22奥州市都市計画マス
タープランより） ○

3・4・35 下惣田境畑線 再検証

江刺区中町地内国道456号から、一関北上
線を経由し新小路餅田線に接続する道路で
ある -

新小路餅田線が整備されており、交
通量の動向を見る必要がある

○ -

S63年に一部用途区域が見直され、道路が整備されたことにより住
宅地化が進み、商業施設の立地も進んでいる

- - -

H13年度の道路構造令改正より、用途区域内での基準幅
員を満たしていない（基準幅員16.5ｍに対して計画幅員
16.0ｍ） ○

今後整備のあり方を検討する路
線（H22奥州市都市計画マス
タープランより） ○

3・4・36 川原崎下川原線 再検証

国道456号から水沢米里線をつなぐ迂回路
の性質を持つ補助幹線である

-

落合松長根線の整備により、整備の
必要性が問われている

○ -

決定当初より用途区域に変更はなく、住宅地化の進展はあまりな
く、大部分が農地となっている

- - -

H13年度の道路構造令改正より、用途区域内での基準幅
員を満たしていない（基準幅員16.5ｍに対して計画幅員
16.0ｍ） ○

今後整備のあり方を検討する路
線（H22奥州市都市計画マス
タープランより） ○

3・4・39 本町下川原線 再検証

当初県道であり、江刺区の中心と桜木橋を
結ぶ路線であったが、新小路餅田線の整備
により位置付けの変化がある ○

当初県道であったが、新小路餅田線
が整備され、交通の流れが変わって
いる ○

JR東北新幹線と立体
交差(未整備）

○

決定当初より用途区域に変更はなく、一部道路が整備されたことに
より住宅地化が進み、商業施設の立地もある

- - -

H13年度の道路構造令改正より、用途区域内での基準幅
員を満たしていない（基準幅員16.5ｍに対して計画幅員
16.0ｍ） ○

今後整備のあり方を検討する路
線（H22奥州市都市計画マス
タープランより） ○

3・5・43 池向八日市線 再検証

補助幹線

-

三百刈田天神堂線が整備されたこと
により、整備の必要性が問われてい
る ○ -

S63年に一部用途区域が見直されたが、住宅地化への土地利用は
あまり進んでいない

- - -

H13年度の道路構造令改正より、用途区域内での基準幅
員を満たしていない（基準幅員16.5ｍに対して計画幅員
12.0ｍ） ○

今後整備のあり方を検討する路
線（H22奥州市都市計画マス
タープランより） ○

3・3・44 馬口沢照井舘線 再検証

前沢バイパス

- -

JR東北本線と立体交
差(未整備）

○

決定当初より用途区域に変更はなく、駅東側の田園地帯を南北に
縦断する路線である。

- - -

H13年度の道路構造令改正後も、用途区域内での基準幅
員を満たしている（基準幅員13.5ｍに対して計画幅員25.0
ｍ） -

今後整備のあり方を検討する路
線（H22奥州市都市計画マス
タープランより） ○

3・4・45 新城馬口沢線 再検証

旧国道であり、前沢市街地を通る路線であ
る

-

前沢バイパスの整備

○ -

決定当初より用途区域に変更はなく、駅東側を南北に縦断する路
線として住宅及び商業小売店の立地がある

-

県指定有形文化
財：太田家住宅

○

大幸邸のウメ（太
田家住宅庭園）

○

H13年度の道路構造令改正より、用途区域内での基準幅
員を満たしていない（基準幅員16.5ｍに対して計画幅員
16.0ｍ） ○

今後整備のあり方を検討する路
線（H22奥州市都市計画マス
タープランより） ○

3・4・46 田畠野中前線 再検証

県道であり、前沢区と東山を結ぶ路線である

- -

JR東北本線と立体交
差(未整備）

○

決定当初より用途区域に変更はなく、JR東北本線西側が区画整理
事業により、一部住宅地化が進んでいる

- - -

H13年度の道路構造令改正より、用途区域内での基準幅
員を満たしていない（基準幅員16.5ｍに対して計画幅員
16.0ｍ） ○

今後整備のあり方を検討する路
線（H22奥州市都市計画マス
タープランより） ○

3・4・47 新町線 再検証

旧国道と中央線を結び栗島踏切により東西
の交通を結ぶ路線

-

広域主要幹線は前沢バイパスに切り
替わったことにより、整備の重要性の
変化が見られる ○ -

決定当初より用途区域に変更はなく、区画整理事業により一部住
宅地化が進んでいる

- - -

H13年度の道路構造令改正より、用途区域内での基準幅
員を満たしていない（基準幅員16.5ｍに対して計画幅員
16.0ｍ） ○

今後整備のあり方を検討する路
線（H22奥州市都市計画マス
タープランより） ○

3・4・48 駅通線 再検証

前沢駅から中央線を結ぶ路線である

- - -

決定当初より用途区域に変更はなく、住宅地化が進み、商業施設
の立地もある

- - -

H13年度の道路構造令改正後も、用途区域内での基準幅
員を満たしている（基準幅員16.5ｍに対して計画幅員18.0
ｍ） -

今後整備のあり方を検討する路
線（H22奥州市都市計画マス
タープランより） ○

3・4・49
五十人町赤生津
橋線

再検証

県道であり、前沢地区と前沢パイパスを結ぶ
路線である

- - -

決定当初より用途区域に変更はなく、道路が整備され駅東西のア
クセスが向上したことにより西側では住宅地化が進み、東側では商
業施設の立地が進んでいる - - -

H13年度の道路構造令改正より、用途区域内での基準幅
員を満たしていない（基準幅員16.5ｍに対して計画幅員
16.0ｍ） ○

今後整備のあり方を検討する路
線（H22奥州市都市計画マス
タープランより） ○

3・4・50 町切赤面線 再検証

旧国道から白鳥地区方面へ抜ける補助幹線
である

-

前沢バイパスが暫定改良となってい
ることから、国道4号から県道までの
西方面の流れを検証する必要がある ○ -

決定当初より用途区域に変更はなく、路線の南側は区画整理事業
により住宅地化が進み、工場施設の立地も進んでいる

- - -

H13年度の道路構造令改正より、用途区域内での基準幅
員を満たしていない（基準幅員16.5ｍに対して計画幅員
16.0ｍ） ○

今後整備のあり方を検討する路
線（H22奥州市都市計画マス
タープランより） ○

3・4・51 中央線 再検証

県道であり、前沢地区の西側を縦断する路
線である

- - -

路線北部は、区画整理事業により宅地化が図られ、南部について
は宅地開発指導要綱により土地利用を図ることとされ宅地開発指
導要綱道路と整合が必要である ○ - -

H13年度の道路構造令改正後も、用途区域内での基準幅
員を満たしている（基準幅員16.5ｍに対して計画幅員18.0
ｍ） -

今後整備のあり方を検討する路
線（H22奥州市都市計画マス
タープランより） ○

3・4・52 七日町裏向田線 再検証

前沢駅東西を新たにつなぐ路線の位置付け

-

中央線が前沢駅前まで整備済となっ
ている

-

JR東北本線と立体交
差(未整備）

○

決定当初より用途区域に変更はなく、駅東は区画整理事業により
住宅地化が進み、商業施設の立地も進んでいる

- - -

H13年度の道路構造令改正後も、用途区域内での基準幅
員を満たしている（基準幅員16.5ｍに対して計画幅員17.0
ｍ） -

今後整備のあり方を検討する路
線（H22奥州市都市計画マス
タープランより） ○

8・5・ 1
川原町南大通り
線

再検証

歩行者・自転車専用道路

- - - - - -

H13年度の道路構造令改正後も、用途区域内での基準幅
員を満たしている（基準幅員4.0ｍに対して計画幅員12.0
ｍ） -

マスタープラン等での位置づけ
なし

-

8・7・ 2 下惣田中央線 再検証

歩行者・自転車専用道路

- - - - - -

H13年度の道路構造令改正後も、用途区域内での基準幅
員を満たしている（基準幅員4.0ｍに対して計画幅員8.0ｍ）

-

マスタープラン等での位置づけ
なし

-

検証路線 32
存続 2

再検証 30

まちづくりの将来像の変化

将来の都市像

路線番号 路線名
step1
結果

決定時における必要性

関連事業の動向・変化 周辺道路の整備状況 地形的制約

路線を取り巻く環境

都市化の進展 歴史・観光資源等の存在 希少な動植物の存在 法令等の改正



 

③交通量調査 

  都市計画道路の見直しに係る基礎資料とするため、交通量調査を実施した。 

 

  調査は、以下の日程で実施した。 

  平成 26年 12月 16日（火） 7：00～19：00（12時間） 

 

  調査地点は、交差部８箇所、単路部８箇所の計 16箇所とし、調査箇所選定の考え

方は、以下のとおりとする。 

   ①既存調査箇所（センサス、H25調査箇所）は除く。 

   ②現道なし区間は除く。 

   ③都市計画道路外に抜ける道路を優先する。（ネットワーク外側の交通量を把握

するため） 

   ④車線数の多い都市計画道路を優先する。（交通量が多いと考えられるため） 

   ⑤各エリアで１箇所以上は調査を実施する。 

 

  調査方法は、以下のとおりとする。 

  （観測区分） ４車種区分（乗用車、バス、小型貨物車、大型貨物車） 

  （観測方向） 上下線の２方向（交差点部は、交差道路ごとに流出・流入の各２方

向） 

  （調査時間） 12時間調査（7時～19時）とし実施する。 

  （観測方法） 路上を通過する車両を調査員がカウンターを使用し、車種別、方向

別、時間別に観測する。 

  （集計時間） 60分単位で集計する。 

  



交通量調査位置図 

  



 

交通量調査結果 

 
 

 

No.1No.1No.1No.1 No.2No.2No.2No.2 No.3No.3No.3No.3 No.4No.4No.4No.4 No.5No.5No.5No.5 No.6No.6No.6No.6 No.7No.7No.7No.7 No.8No.8No.8No.8 No.9No.9No.9No.9 No.10No.10No.10No.10 No.11No.11No.11No.11 No.12No.12No.12No.12 No.13No.13No.13No.13 No.14No.14No.14No.14 No.15No.15No.15No.15 No.16No.16No.16No.16 計計計計

　 7:00～ 8:00 727 311 438 469 1504 416 1449 178 1431 665 377 1534 403 232 1461 2019 13614

　 8:00～ 9:00 764 240 429 399 1578 541 1224 150 1306 483 421 1179 222 358 1219 1915 12428

　 9:00～10:00 294 139 358 266 1477 396 917 112 951 422 375 1158 171 318 881 1664 9899

 10:00～11:00 333 130 514 281 1500 441 923 104 1009 401 418 1202 159 399 1099 1526 10439

 11:00～12:00 325 118 497 253 1572 466 896 86 972 409 426 1174 161 412 998 1601 10366

 12:00～13:00 362 100 440 220 1519 366 725 70 741 382 364 1003 173 359 795 1420 9039

 13:00～14:00 284 124 447 239 1390 362 803 72 789 391 347 1114 180 356 881 1457 9236

 14:00～15:00 299 132 481 263 1354 449 860 65 939 405 382 1091 162 369 824 1458 9533

 15:00～16:00 335 151 528 299 1476 454 892 94 991 431 377 1048 194 389 902 1520 10081

 16:00～17:00 334 180 462 256 1422 447 966 105 1044 455 412 1157 194 369 1094 1624 10521

 17:00～18:00 536 191 527 326 1532 466 1064 127 1164 492 447 1180 230 432 1193 1649 11556

 18:00～19:00 442 146 474 206 1507 586 979 90 1124 469 373 1157 216 392 1051 1532 10744

MAX 764 311 528 469 1578 586 1449 178 1431 665 447 1534 403 432 1461 2019 13614


